
医科 - 1

〈 別 添１ 〉

医科診療報酬点数表関係

【地域包括診療加算／地域包括診療料】

（問１）A001 再診料に係る地域包括診療加算及びB001-2-9 地域包括診療料の施設

基準にある慢性疾患の指導に係る適切な研修について、「疑義解釈資料の送

付について（その８）（平成26年７月10日付医療課事務連絡）」問９では、

平成26年12月に日医生涯教育認定証を受領した医師については平成27年３月

31日以降も適切な研修を修了したものと考えてよいとされているが、当該認

定証を添付することによる届出はいつまで可能か。また、平成26年12月発行

以外の日医生涯教育認定証を受領した医師については、適切な研修を修了し

たものとして届出が可能か。

（答）平成26年12月及びそれ以降に発行された日医生涯教育認定証について、平成27年

度末までに届出を行う場合に限り、当該認定証を添付することで研修要件に係る届

出として認められるものである。

なお、平成28年４月１日以降の届出については、日医生涯教育認定証ではなく、

「疑義解釈資料の送付について（その８）（平成26年７月10日付医療課事務連絡）」

問７及び問９に示す20時間の講習の受講記録を添付して行うことが必要である。

（問２）A001 再診料に係る地域包括診療加算及びB001-2-9 地域包括診療料の慢性

疾患の指導に係る適切な研修について、日本医師会が主催する日本医師会生

涯教育制度に係る研修を受講した場合、研修時間をどのように確認するのか。

（答）日本医師会生涯教育制度において、講習会（２９認知症の障害、７４高血圧症、

７５脂質異常症、７６糖尿病の４つのカリキュラムコード以外については、e-lear

ningを含む。）を受けた旨と、取得単位数が参加証等により証明できる場合、取得

単位１単位を１時間と換算できるものとする。

日本医師会雑誌を利用した解答など、講習会及びe-learning以外で取得した単位

については「慢性疾患の指導に係る適切な研修」に含まれないことから、取得単位

数とカリキュラムコードのみでは、研修を受けたことの証明とはならないことに留

意されたい。

ただし、平成25年度の研修実績を示す「学習単位取得証」については、２９認知

症の障害、７４高血圧症、７５脂質異常症、７６糖尿病の４つのカリキュラムコー

ドを除き、取得単位数に基づいて、取得単位１単位を１時間とみなして差し支えな

いこととする。
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（問３）A001 再診料に係る地域包括診療加算及びB001-2-9 地域包括診療料の慢性

疾患の指導に係る適切な研修について、平成27年3月31日までは適切な研修

を修了したものとみなすとされており、また、「疑義解釈資料の送付につい

て（その８）（平成26年７月10日付医療課事務連絡）」問７では２年ごとに

届出を行うこととされている。

平成26年度中に、研修実績を添えて届け出た場合について、２年ごとの届

出はいつまでに行う必要があるか。

（答）平成26年度中に研修実績を添えて届け出た場合は、平成27年４月１日から起算

して２年ごとに４月１日までに研修実績を提出する必要がある。当初の届出時に

は研修実績を提出せず、追って平成26年度中に研修実績を提出した場合について

も同様である。

なお、平成27年４月以降に初回の届出を行う場合は、当該届出に係る診療報

酬を算定する月の１日から起算して２年ごとに研修実績を提出する必要がある。

【特定集中治療室管理料】

（問４）「疑義解釈資料の送付について（その２）（平成26年４月４日付医療課事

務連絡）」問22において、「特定集中治療に習熟していることを証明する資

料」の一つとして「日本集中治療医学会等の関係学会が行う特定集中治療に

係る講習会を受講していること」があるが、「疑義解釈資料の送付について

（その８）（平成26年７月10日付医療課事務連絡）」問４で示された研修の

ほか、FCCS(Fundamental Critical Care Support)セミナー又は日本集中治

療医学会が行う大阪以外の敗血症セミナーは、合計で、実講義時間として30

時間以上行われた場合は、「日本集中治療医学会等の関係学会が行う特定集

中治療に係る講習会を受講していること」に該当するか。

（答）該当する。ただし、当該研修に加え、特定集中治療に係る専門医試験における研

修も行っていることが必要であることに留意されたい。

【診療情報提供料】

（問５）B009 診療情報提供料(Ⅰ)の注７に掲げる加算については、保険医療機関

が別の保険医療機関等に対し、退院後の治療計画、検査結果、画像診断に係

る画像情報その他の必要な情報を添付して紹介を行った場合に所定点数に加

算することとされているが、別の保険医療機関への転院の目的で紹介した場

合であっても当該加算を算定できるか。

（答）算定できる。


